
○戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による既存木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅の

整備を促進するため、耐震改修を実施する市内の既存木造住宅の所有者に対し、予算の

範囲内において戸田市既存住宅耐震改修補助金（以下「補助金」という。）を交付するた

めに必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則（平成２１年規則第６号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（耐震改修） 

第２条 補助の対象となる耐震改修は、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱（平成１

６年１２月２日市長決裁。以下「耐震診断要綱」という。）等による耐震診断結果から耐

震改修が必要とされる建築物で、次の各号に掲げる改修の区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。 

(1) 一般耐震改修 耐震診断による上部構造評点（一般財団法人日本建築防災協会の

「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるもの。以下同じ。）が１．０未満と診断さ

れた建築物について、上部構造評点が１．０以上となるように耐震診断要綱に規定す

る耐震診断により補強設計を行った耐震改修 

(2) 簡易耐震改修 耐震診断による上部構造評点が１．０未満と診断された建築物につ

いて、当該建築物が倒壊しても安全な生存空間が確保できる耐震シェルター又は防災

ベッド（以下「耐震シェルター等」という。）をその内部に設置するもの 

（耐震改修施工者） 

第３条 補助の対象となる耐震改修を施工する者は、次の各号に掲げる改修の区分に応じ、

当該各号に定めるものとする。 

(1) 一般耐震改修 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建

設業者 

(2) 簡易耐震改修 耐震シェルター等を設置することのできる事業者 

（補助対象建築物） 

第４条 補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）及び都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）に適合し、市内に存する平成１２年５月３１日以前に着工された戸建住宅、兼用

住宅、共同住宅又は長屋住宅（昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに着

工された建築物にあっては、木造在来軸組工法によって建てられた戸建住宅、兼用住宅、

共同住宅又は長屋住宅で地上２階建て以下のものに限る。）である木造建築物とする。 

（補助対象者） 



第５条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物を所有している者であ

り、かつ、市税を滞納していない者とする。 

（補助金交付額） 

第６条 補助金交付額は、次に掲げる額とする。 

(1) 一般耐震改修に要した費用の額に３分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円

未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額）とし、かつ５０万円を

限度とする額 

(2) 簡易耐震改修に要した費用の額に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円

未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額）とし、かつ２０万円を

限度とする額 

（交付申請） 

第７条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

耐震改修を実施（契約を締結することを含む。）する前に、戸田市既存住宅耐震改修補助

金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる関係書類を添付して、市長に申請しなければ

ならない。 

(1) 付近見取り図（方位、道路及び目標となる地物を明示したもの） 

(2) 耐震診断報告書の写し 

(3) 補強設計図書（一般耐震改修に限る。） 

(4) カタログ及び設置図面等の設置計画図書（簡易耐震改修に限る。） 

(5) 一般耐震改修工事費又は簡易耐震改修工事費の見積書（耐震改修工事等とそれ以外

の工事とを分けたものとする。）の写し 

(6) 建築確認が行われていることを証明する書類又は法に適合していることを証明す

る書類の写し 

(7) 家屋評価証明その他の補助対象建築物の所有を証明するもの 

(8) 市税の完納証明書 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは速やかにこれを審査し、交付するこ

とを決定したときは、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付決定通知書（第２号様式）に

より申請者に通知するものとする。 

（耐震改修の着手） 

第９条 前条の規定による戸田市既存住宅耐震改修補助金交付決定通知を受けた申請者は、

速やかに耐震改修に着手し、戸田市既存住宅耐震改修着手届（第３号様式）を市長に提

出するものとする。この場合において、当該耐震改修に伴い建築確認が必要な場合は、

確認済証の写しを添付するものとする。 



（耐震改修の変更） 

第１０条 申請者は、耐震改修の内容を変更するときは、速やかに戸田市既存住宅耐震改

修変更申請書（第４号様式）に当該変更に係る関係書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、戸田市既存住

宅耐震改修変更承認・不承認通知書（第５号様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第１１条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、戸田市既存住宅耐震改修補

助金交付申請取下届（第６号様式）を市長に提出しなければならない。この場合におい

て、既に第８条に規定する交付決定を受けているときは、当該決定がなかったものとし、

それまで要した費用は自己負担とするものとする。 

（耐震改修の完了） 

第１２条 申請者は、耐震改修が完了したときは、速やかに戸田市既存住宅耐震改修完了

届（第７号様式）に次に掲げる関係書類を添付して、補助金の交付を受けようとする年

度の２月末日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 一般耐震改修工事費又は簡易耐震改修工事費の精算内訳書の写し 

(2) 領収書の写し 

(3) 契約書の写し 

(4) 一般耐震改修工事又は簡易耐震改修工事の内容がわかる状況写真 

(5) 検査済証の写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

（補助金の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による届けを受けたときは速やかにこれを審査し、補助金

の額を確定したときは、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付確定通知書（第８号様式。

以下「確定通知書」という。）により申請者に通知する。 

（補助金の請求） 

第１４条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは戸田市既存住宅耐震改修補助

金交付請求書（第９号様式）に確定通知書の写しを添付して、市長に提出するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき、

交付の目的以外に使用したとき、又はこの要綱の規定に基づく指示に違反したときは、

戸田市既存住宅耐震改修補助金返還請求書（第１０号様式）により、申請者に期限を定

めて返還させるものとする。 

（耐震上不利となる工事の禁止） 



第１６条 申請者は、補助金の交付を受け耐震改修を行った対象住宅について、耐震上不

利となる増改築、修繕、模様替え等の工事を行ってはならない。ただし、市長がやむを

得ないと認める場合は、この限りでない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱の規定は、施行日以後になされる申

請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３０日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の様式は、当分の間、取り繕って使

用することができるものとする。 

附 則（令和３年３月３０日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２５日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の第１号様式、第３号様式、第４号

様式、第５号様式及び第７号様式は、当分の間取り繕って使用することができるものと



する。 

附 則（令和８年３月３０日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の様式は、当分の間、取り繕って使

用することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

戸田市既存住宅耐震改修補助金交付申請書 

                                 年  月  日 

(宛先) 

戸田市長 

                  申請者 住  所 

                  (所有者) 氏  名 

                      電話番号 

 

 戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の交付を受けたい

ので、関係書類を添付して申請します。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地 戸田市 

耐 震 改 修 の 種 別 □一般耐震改修  □簡易耐震改修 

補 助 交 付 申 請 額 金         円 

工 事 施 工 者 

氏  名 

営業所名  建設業の許可(      )第       号 

 

所 在 地 

電話番号 

建 築 士 事 務 所 

氏  名 

(   )建築士事務所 (   )登録 第       号 

 

所 在 地 

建 築 士 
氏  名 

資格(一級．二級．木造)建築士(  )登録 第     号 

耐震改修予定工期 
着  手      年   月   日 

完  了      年   月   日 

※添付書類 
(1) 付近見取り図（方位、道路及び目標となる地物を明示したもの） 
(2) 耐震診断報告書の写し 
(3) 補強設計図書（一般耐震改修に限る。） 
(4) カタログ及び設置図面等の設置計画図書（簡易耐震改修に限る。） 
(5) 一般耐震改修工事費又は簡易耐震改修工事費の見積書（耐震改修工事等とそれ以外

の工事を分けたものとする。）の写し 
 (6) 建築確認が行われていることを証明する書類又は法に適合していることを証明す

る書類の写し 
(7) 家屋評価証明その他の補助対象建築物の所有を証明するもの 
(8) 市税の完納証明書 

 



第２号様式(第８条関係) 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

 

戸田市長   氏   名   印 

 

 

戸田市既存住宅耐震改修補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった戸田市既存住宅耐震改修補助金について

は、下記のとおり決定したので、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第８条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地  戸田市 

 

３ 耐 震 改 修 の 種 別  一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

４ 補 助 金 交 付 額  金            円 

 

５ 補 助 金 交 付 時 期  耐震改修工事が完了し、補助金交付確定後交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



第３号様式（第９条関係） 

 

戸田市既存住宅耐震改修着手届 

 

                                 年  月  日 

 

(宛先) 

戸田市長 

 

                  申請者 住  所 

                  (所有者) 氏  名 

                      電話番号 

 

      年  月  日付け第    号で決定があった耐震改修工事について下記

のとおり着手したので、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第９条の規定により届出

をします。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地 

 

３ 耐 震 改 修 の 種 別    一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

４ 耐 震 改 修 の 工 期   着手     年   月   日 

完了     年   月   日 

 

※添付書類 

確認済証の写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４号様式（第１０条関係） 

 

戸田市既存住宅耐震改修変更申請書 

 

                                 年  月  日 

 

(宛先) 

戸田市長 

                  申請者 住  所 

                  (所有者) 氏  名 

                      電話番号 

 

      年  月  日付け第    号で決定があった耐震改修工事について、戸

田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１０条第１項の規定により変更したいので、関係

書類を添付して申請します。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地 戸田市 

耐 震 改 修 の 種 別 □一般耐震改修  □簡易耐震改修 

補 助 交 付 申 請 額 金         円 

変 更 理 由  

変 更 内 容 

変更前  

変更後  

※添付書類 

変更に係る関係書類 

 
 



第５号様式(第１０条関係) 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

 

戸田市長   氏   名   印 

 

 

戸田市既存住宅耐震改修変更承認・不承認通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった戸田市既存住宅耐震改修変更申請につい

ては、下記のとおり決定したので、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１０条第２

項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 承認 

 

(1) 建 築 物 の 名 称 

 

(2) 建 築 物 の 所 在 地  戸田市 

 

(3) 耐 震 改 修 の 種 別  一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

(4) 補 助 金 交 付 額  金            円 

 

(5) 補 助 金 交 付 時 期  耐震改修工事が完了し、補助金交付確定後交付する。 

 

２ 不承認 

  (理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１１条関係） 

 

戸田市既存住宅耐震改修補助金交付申請取下届 

 

                                 年  月  日 

 

(宛先) 

戸田市長 

                  申請者 住  所 

                  (所有者) 氏  名 

                      電話番号 

 

      年  月  日付けの補助金交付申請について、下記の理由から戸田市既存

住宅耐震改修補助金交付要綱第１１条の規定により取り下げます。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地 

 

３ 耐 震 改 修 の 種 別   一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

４ 理 由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第７号様式（第１２条関係） 

戸田市既存住宅耐震改修完了届 

                                 年  月  日 

 

(宛先) 

戸田市長 

                  申請者 住  所 

                  (所有者) 氏  名 

                      電話番号 

 

 耐震改修が完了したので、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１２条の規定によ

り、関係書類を添付して届出します。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地 戸田市 

耐 震 改 修 の 種 別 □一般耐震改修  □簡易耐震改修 

補 助 金 交 付 額 金             円 

工 事 施 工 者 

氏  名 

営業所名  建設業の許可(      )第       号 

 

所 在 地 

電話番号 

建 築 士 事 務 所 

氏  名 

(   )建築士事務所 (   )登録 第       号 

 

所 在 地 

建 築 士 
氏  名 

資格(一級．二級．木造)建築士(  )登録 第     号 

耐 震 改 修 工 期 
着  手      年   月   日 

完  了      年   月   日 

※添付書類 

(1) 一般耐震改修工事費又は簡易耐震改修工事費の精算内訳書の写し 

(2) 領収書の写し 

(3) 契約書の写し 

(4) 一般耐震改修工事又は簡易耐震改修工事の内容が分かる状況写真 

(5) 検査済証の写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

 
 
 
 



第８号様式(第１３条関係) 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

 

戸田市長   氏   名   印 

 

 

戸田市既存住宅耐震改修補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け第    号で決定があった耐震改修について、下記のと

おり確定したので、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１３条の規定により通知し

ます。 

 

記 

 

１ 建 築 物 の 名 称 

 

２ 建 築 物 の 所 在 地    戸田市 

 

３ 耐 震 改 修 の 種 別   一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

４ 補助金交付確定額   金              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１４条関係） 

戸田市既存住宅耐震改修補助金交付請求書 

                                 年  月  日 

(宛先) 

戸田市長 

                   申請者 住  所 

                   (所有者) 氏  名 

                       電話番号 

 

 戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり補助金

を請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求金額 

 

 

円                                                 

 

２ 振込先 

振 

込 

先 

金 

融 

機 

関 

金 融機関名 

 

         銀行 

 

         金庫 

 

         農協 

 

 

 

        本店 

 

        支店 

 

        支所 

  口 座の種類     普通 ・ 当座  (該当を○で囲む) 

  口 座 番 号  

  フ リ ガ ナ  

口 座名義人 
 

※添付書類 

  戸田市既存住宅耐震改修補助金交付確定通知書の写し 

 
 
 
 
 

金 

額 

十 万 千 百 十 一 



第１０号様式(第１５条関係) 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

          様 

 

戸田市長   氏   名   印 

 

 

戸田市既存住宅耐震改修補助金返還請求書 

 

 耐震改修補助金について、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱第１５条の規定によ

り、下記のとおり返還を請求します。 

 

記 

 

１ 返 還 す べ き 金 額     金           円 

 

２ 返 還 期 限         年  月  日まで 

 

３ 返 還 方 法    別紙戸田市返納通知書による 

 

４ 補 助 年 度         年度 

 

５ 補助金交付確定額        年  月  日    第    号 

  通 知 日 及 び 番 号 

 

６ 耐 震 改 修 の 種 別    一般耐震改修   簡易耐震改修 

 

７ 補助金交付確定額                   金         円 

 

８ 補 助 金 既 交 付 額        年  月  日交付 金         円 

 

９ 返 還 事 由 

 

 

 


